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放
送
法
第
四
条
の
解
釈
の
変
遷
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
令
和
五
年
三
月
七
日
に
総
務
省
が
「
政
治
的
公
平
に
関
す
る
文
書
の
公
開
に
つ
い
て
」
と
し
て
公
表
し
た
行
政
文
書
の
う

ち
、
「
礒
崎
総
理
補
佐
官
か
ら
の
連
絡
（
平
成
二
十
七
年
三
月
六
日
（
金
）
九
：
四
五
）
」
に
続
く
「
放
送
法
に
お
け
る
政

治
的
公
平
に
係
る
解
釈
に
つ
い
て
（
案
）
」
と
題
す
る
二
枚
の
行
政
文
書
に
お
い
て
、
「
政
治
的
公
平
の
観
点
か
ら
番
組
編

集
の
考
え
方
に
つ
い
て
社
会
的
に
問
わ
れ
た
場
合
に
は
、
放
送
事
業
者
に
お
い
て
、
当
該
事
業
者
の
番
組
全
体
と
し
て
政
治

的
公
平
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
民
に
対
し
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
二
十
六

年
十
月
以
前
に
お
い
て
も
こ
の
「
説
明
す
る
必
要
」
は
あ
っ
た
の
か
。
同
文
書
の
「
２ 

問
題
点
」
に
お
い
て
「
「
政
治
的

に
公
平
で
あ
る
」
こ
と
の
説
明
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
も
、
明
確
に
示
し
て
こ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
平
成
二
十
六
年
十

月
以
前
は
、
こ
の
説
明
責
任
が
あ
る
か
な
い
か
明
確
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
「
当
該
説
明
責
任
が
あ
る
か
な
い
か

明
確
で
な
い
」
と
の
解
釈
か
ら
、
説
明
責
任
が
あ
る
と
の
解
釈
へ
と
、
放
送
法
の
解
釈
の
変
更
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

二 

当
該
行
政
文
書
「
３ 

解
釈
に
つ
い
て
補
充
的
説
明
」
③
に
お
い
て
、
「
一
つ
の
番
組
の
み
で
も
、
次
の
よ
う
な
極
端
な

場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
「
政
治
的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
」
を
確
保
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
」
と
し

て
、
「
国
論
を
二
分
す
る
よ
う
な
政
治
的
課
題
に
つ
い
て
、
放
送
事
業
者
が
、
一
方
の
政
治
的
見
解
を
取
り
上
げ
ず
、
殊
更



 

２ 

 

に
、
他
の
政
治
的
見
解
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
支
持
す
る
内
容
を
相
当
の
時
間
に
わ
た
り
繰
り
返
す
番
組
を
放
送
し

た
場
合
の
よ
う
に
、
当
該
放
送
事
業
者
の
番
組
編
集
が
不
偏
不
党
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
六
年
十
月
以
前
の
放
送
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
こ
の
事
例
が
「
不
偏
不
党
の
立
場
か

ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
に
該
当
す
る
と
明
確
に
示
せ
た
の
か
。
明
確
に
示
せ
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。 

三 

令
和
五
年
三
月
七
日
に
総
務
省
が
公
表
し
た
七
十
八
枚
の
行
政
文
書
の
う
ち
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日
の
「
礒
崎

総
理
補
佐
官
ご
説
明
結
果
（
２
Ｒ
概
要
）
」
に
続
く
「
「
政
治
的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
二
枚
の
文

書
に
お
い
て
は
、
「
一
方
、
様
々
な
政
治
的
見
解
が
あ
る
政
治
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
あ
る
期
間
全
体
を
貫
く
放
送
番
組
の

編
集
の
考
え
方
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
一
つ
の
番
組
で
だ
け
で
な
く
、
他
の
番
組
で
も
あ
る
特
定
の
一
つ
の
政
治
的
見
解
の

み
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
う
し
た
こ
と
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
、
当
該
一
つ
の
政
治
的
見
解
の
み
が
常
に
放
送
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
状
況
に
な
る
こ
と
、
例
え
ば
、
「
連
続
し
て
一
つ
の
政
治
的
見
解
だ
け
を
取
り
上
げ
て
（
逆
説
的
に
は
他
の
政
治
的

見
解
を
取
り
上
げ
ず
）
、
そ
れ
を
視
聴
し
て
い
る
者
と
し
て
、
そ
う
い
う
見
解
し
か
な
い
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
を
与
え
る
よ

う
に
、
繰
り
返
し
そ
う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
極
端
な
例
と
し
て
、
「
政
治
的
に
公
平
で
あ
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る
こ
と
」
に
は
沿
っ
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
事
例
に
な
っ
て
く
る
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

上
記
解
釈
は
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日
に
お
け
る
放
送
法
の
解
釈
で
間
違
い
な
い
か
。
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八

日
に
お
け
る
放
送
法
の
解
釈
で
は
、
「
一
つ
の
番
組
で
だ
け
」
、
「
国
論
を
二
分
す
る
よ
う
な
政
治
的
課
題
に
つ
い
て
、
放

送
事
業
者
が
、
一
方
の
政
治
的
見
解
を
取
り
上
げ
ず
、
殊
更
に
、
他
の
政
治
的
見
解
の
み
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
支
持
す

る
内
容
を
相
当
の
時
間
に
わ
た
り
繰
り
返
す
番
組
を
放
送
し
た
場
合
」
は
、
「
政
治
的
に
公
平
で
あ
る
こ
と
」
に
は
沿
っ
て

い
な
い
事
例
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
と
も
、
沿
っ
て
い
る
か
沿
っ
て
い
な
い
か
明
確
で
な
か
っ
た
の
か
。 

四 

令
和
五
年
三
月
七
日
に
総
務
省
が
公
表
し
た
行
政
文
書
の
う
ち
、
「
礒
崎
総
理
補
佐
官
か
ら
の
連
絡
（
平
成
二
十
七
年
三

月
六
日
（
金
）
九
：
四
五
）
」
に
続
く
「
放
送
法
に
お
け
る
政
治
的
公
平
に
係
る
解
釈
に
つ
い
て
（
案
）
」
と
題
す
る
二
枚

の
行
政
文
書
に
示
さ
れ
た
解
釈
は
、
現
時
点
に
お
け
る
政
府
と
し
て
の
放
送
法
の
解
釈
か
。
ま
た
、
平
成
二
十
六
年
十
月
時

点
の
解
釈
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


